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東京地裁令和２年11月27日判決 令和元年（ワ）第

21744号 保険金請求事件 

判例秘書 L07532161 

 

１．本件の争点 

本件は、保険者Ｙとの間で保険契約を締結してい

た法人を吸収合併したＸが、Ｙに対し、保険金等の

支払いを求め、Ｙは告知義務違反解除による免責を

主張した事案である。本件の争点は、①告知義務違

反解除の要件にかかる重要な事項の不告知及び故

意・重大な過失の有無、②解除の期間制限の徒過の

有無である。本稿は主として争点①につき検討する。 

 

２．事実の概要 

 当事者等 

① Ｘは、ゴルフ場の運営、ゴルフスクールの運営、

病院の運営などを業務とし、平成30年11月１日、

有限会社Ｂを吸収合併した株式会社である。 

② Ｙは、生命保険業を目的とする株式会社である。 

③ ＡはＸ代表者の父親（昭和22年生）でありＸの取

締役であった（加入当時71歳頃）。Ａは、平成30年

12月28日、左腎盂癌（腎盂尿管癌）により死亡した。 

 Ｂ及びＹは、平成30年４月６日、被保険者をＡ

として、次の内容の保険契約を締結した（以下「本

件保険契約」という。）。 

① 保険の種類 生前給付定期保険（生活保障型）

リビング・ニーズ特約付 

② 保険期間 10年  

③ 初回保険料 78万1800円  

④ 保険金・給付金 １億円 

⑤ 特定疾病保険金の支払事由（第２条）「被保険者

が責任開始期…以後、保険期間中に、責任開始期

前を含めて初めて悪性新生物（別表９）に罹患し

たと医師によって病理組織学的所見（生検）によ

り診断確定されたとき」 

⑥ その他、約款上、告知義務（第24条）、告知義務

違反による解除（第25条）、解除権の１カ月の除斥

期間（第26条１項号）が、保険法同様に定めら

れている。ただし、告知は書面で告知を求めた事

項について、書面により告知することを要する。

例外として、会社の指定する医師の質問により告

知を求める場合には、その医師に対して口頭で告

知することを要する。 

 本件保険契約の締結に先立ち、平成30年４月６

日、Ｙの指定する診査医であるＣ医師による診査

が行われ、告知書（以下「本件告知書」という。）

が作成された。本件告知書の内容は、次のとおり

である。本件告知書には「必ず告知書の記入内容

を確認のうえ、下記自書欄に記入してください。」

との記載があり、Ａの署名がある。 

① 質問欄 「以下の質問には、一つでも該当する

場合は『はい』に、すべてに該当しない場合は『い

いえ』に〇をしてください。」 

「１ 最近３ヶ月以内に、医師の診察・検査・治療・

投薬をうけたことがありますか。」との質問に対

し、「はい」に丸印がある。 

「３ 過去５年以内に＜表１＞の病気で医師の診

察・検査・治療・投薬をうけたことがあります

か。」との質問に対し、「いいえ」に丸印がある。 
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＜表１＞ 

ａ「心臓 血圧」（略） 

ｂ「腎臓・尿管」「腎炎 腎盂腎炎（腎盂炎）（略）」 

ｃ「がん・しゅよう」「がん 肉腫 白血病 しゅ

よう（略）」（以下、略） 
 

「４ 過去５年以内に、病気やけがで、初診日から

最終受診日まで７日間以上にわたり医師の診

察・検査・治療をうけたこと、または合計７日

分以上の投薬をうけたことがありますか。」との

質問に対し、「はい」に丸印がある。 

② 診査医記入欄 「『はい』の場合は、下記診査医

記入欄にその詳細を記入してください。」 

１）「傷病名 検査名」「ピロリ菌」 

２）「傷病名 検査名」「左睾丸の痛み」 

  「部位」「Ｄ検査入院（腎臓精査のため）」 

  「診察 検査 治療 投薬の期間」「平29年８

月～」 

  「入院」「有」「平29年８月～平29年８月（約２

日間）」 

  「手術」「無」 

  「医療機関名」「Ｄ病院→Ｅ病院」 

  「検査結果 治療内容 経過」「昨年８月夜間

腹痛出現し受診。結石疑われたが石はなかった。

左腎がやや腫張していると言われたが精査する

も異常なし。終了。腹痛出現時から左睾丸の痛

みもあったため今年１月からＥ病院受診。加齢

による血流の低下で経過観察で可と言われた。

漢方薬のみ処方され、症状は軽快している。帯

状静脈叢？の血流低下で左側睾丸に多く加齢に

よりよくある症状と言われた。」 

  「治療中」に丸印あり 

 Ａは、平成30年６月４日、Ｙに対し、Ｅ病院の

Ｆ医師（以下「Ｆ医師」という。）作成の＜悪性新

生物用＞入院・手術等証明書（診断書）（以下「本

件診断書」という。）を取り付け、保険金請求を行

った。本件診断書には、次の記載がある。 

① 入院・手術等の原因となった傷病名 左腎盂癌 

② 治療期間 初診 平成30年１月12日～同年５月

８日 現在治療中 

③ 入院期間 平成30年１月22日～同月24日 退院 

平成30年４月30日～同年５月５日 退院 

④ 前医・紹介の有無「有」 医療機関名「Ｇ病院」 

⑤ 発症から初診までの経過／初診時の所見及び経

過 「Ｈ30．８月左下腹部痛で他院受診、尿管癌、

膀胱癌はなし（評釈者の注：「Ｈ29」の誤記と思わ

れる。）。同年11／30左陰嚢部痛を主訴に前医受診、

左尿管狭窄・左精索静脈瘤の診断で加療目的に当

科紹介初診された。初診時ＣＴにて左腎盂尿管腫

瘍疑われ、入院精査の方針となる。Ｈ30．１／23、

逆行性尿路造影検査及び尿管鏡施行…したが、高

度狭窄の為生検も出来ない状況であた（ママ）。Ｃ

Ｔにて左腎盂癌、進行がんの可能性あり左腎尿管

全摘除術の予定となった。５／１手術施行、腎周

囲の浸潤強く、周囲組織の生検のみで閉創。迅速

病理診断の結果は尿路上皮癌（Ｇ３）であった。」 

⑥ 臨床診断に至った検査実施日及び検査名 平成

30年５月１日 生検 

⑦ 診断確定日 平成30年５月８日 

⑧ 手術 経尿道的尿管狭窄拡張術（左） 

     平成30年１月23日 

    試験開腹術 平成30年５月１日 

 Ｙは、平成30年６月末頃から同年７月２日まで

の間に、Ｘに対し、確認中であるが、本件保険契

約申込みの際に「ご契約以前の平成30年１月12日

から平成30年１月24日まで、Ｅ病院へ精査目的で受

診し、平成30年１月23日に手術を受けていたこと」

について告知されていなかったことが判明した旨

記載した同年６月26日付け解除通知（以下「第１

告知義務違反解除」という。）を送付し、Ｘは、同

７月３日、Ｙに対し、その受領証を提出した。 

 Ｙは、調査会社を通じ、Ｆ医師に対し、Ａに対

する病状の説明状況を文書により照会した。Ｙは、

平成30年８月22日、その回答書の提出を受けた。

同回答書には、以下の記載があった。 

① Ａは、平成30年１月12日、Ｅ病院を初めて受診

し、ＣＴ検査を受けた。同院のＦ医師は、同日、

Ａに対し、初診時のＣＴ検査の結果、左腎盂尿管

の腫瘍性病変の可能性が疑われたが、炎症性の可

能性もあるため、入院して逆行性腎盂尿管造影や

尿管鏡検査を行うとともに、外来で分腎機能をチ

ェックし、精査する方針を伝えた。 

② Ａは、平成30年２月10日及び同月14日もＥ病院

を受診した。そして、Ａは、同日、Ｆ医師から、

同年１月23日の検査では尿管が固く、狭いため生

検もできない状況であったとの検査結果の説明を

受けるとともに、IgG４関連の疾患や後腹膜線維

症等の腫瘍以外の疾患の可能性もあり、更に調べ
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る必要があることを告げられた。 

③ Ａは、平成30年２月23日及び同月27日もＥ病院

を受診した。そして、Ａは、同日、Ｆ医師から、

左腎尿管を含めた後腹膜腔の病変は炎症や腫瘍の

可能性が高く、組織を手術により採取し、病理組

織診断の結果をみて治療方針を決定するとの説明

を受けた。そこで、Ａは、同年３月23日にもＥ病

院を受診し、同年５月１日にＥ病院で試験開腹手

術を受けることになった。なお、正確な時期は不

明であるが、上記開腹手術は、ＣＴ検査にて左腎

盂癌、進行がんの可能性があるため、開腹して癌

であれば左腎尿管全摘除術を行う予定となった。 

 Ｙは、平成30年９月15日、Ｘに対して、「ご契約

以前の平成30年１月12日から平成30年２月27日ま

で、Ｅ病院へ受診し、検査を受けて、さらに精査

が必要とされていたこと。」について告知されてい

なかったため告知義務違反に該当する旨記載した

書面（以下「第２告知義務違反解除」という。）を

通知した。 

 

３．判旨 

争点①について 

「 重要事項の告知の有無 

…腫瘍（癌）の疑いを精査する目的で、平成30年

１月12日以降、Ｅ病院において一連の検査及び経尿

道的尿管狭窄拡張術（以下、これらを併せて「本件

各種検査等」という。）を受けていた事実や、同年５

月１日の開腹手術の予定及びそのための術前検査

は、いずれも保険者の危険選択に影響を与えるもの

であり、Ａがこの内容をそのままＣ医師に伝えてい

たとすれば、本件保険契約に加入できなかったか又

は同一の条件で加入できなかったはずであるから、

保険金の支払事由の発生可能性に関する重要事項に

該当するものというべきである。 

ところが、Ａは、告知事項３において、過去５年

以内に腫瘍（癌）の病気で医師の診察・検査・治療・

投薬を受けたことがあるかという前記重要事項に関

わる質問に対し、「いいえ」と回答し、本件各種検査

等の事実を告げなかった。しかも、Ａは、本件告知

書作成当日、Ｅ病院において、癌の疑いのため開腹

手術に備えた術前検査を受けた又は受ける予定があ

ったにもかかわらず、Ｃ医師に対し、その事実すら

伝えなかった。 

また、Ａは、告知事項１及び４について「はい」

と答えたものの、その告知内容は、左睾丸の痛みが

あるとの症状のみを伝え、その原因の一つとして想

定され、かつ、Ｆ医師からも説明を受けていた腫瘍

の可能性については一切触れず、「経過観察で可と言

われた。」「症状は軽快している。」「加齢によりよく

ある症状と言われた。」などと軽い疾病又は症状であ

るかのように告知し、癌の罹患可能性という重要事

項について不実を告げたことが認められる。 

よって、Ａには告知義務違反があったというべき

である。」 

「 故意又は重過失の有無 

…Ａは、Ｆ医師から、左腎尿管を含めた後腹膜腔

の病変は炎症や腫瘍の可能性が高く、組織を開腹手

術により採取し、病理組織診断の結果をみて治療方

針を決定するとの説明を受け、同年５月１日に開腹

手術を受ける予定であったのであり、自己の病状が

相当深刻な事態にあることを自覚していたものと推

認することができる。そうすると、Ａが本件各種検

査等や開腹手術の予定及びそのための術前検査の事

実を告げなかったことには故意又は少なくとも重過

失があったものと認められる。」 

争点②について「…Ｙは、Ｘ…に対し、平成30年

６月末頃から同年７月２日までの間に同年６月26日

付け解除通知…を交付し、Ｘは、同年７月３日、Ｙ

に対し、同月２日付け受領証…を交付したことが認

められる。そうすると、仮に被告が解除の原因とな

った事実を知った時期が本件診断書を受領した同年

６月４日であるとしても、被告の解除の意思表示は、

同日から１か月以内にされているから、本件保険契

約の約款第26条１項号に定める期間制限を徒過し

たものとは認められない。」 

 

４．評釈（結論には賛成する１）。） 

 はじめに 

本件保険契約は、保険法施行後に締結されたもの

であり、保険法が適用となる。本件は告知義務違反

解除の有効性及び解除の除斥期間の経過の有無が争

われた事案である。Ｙが、請求時に提出された診断

書に基づき、第１告知義務違反解除を行った点につ

き、裁判所は、その後の調査で判明した事実をも考

慮し第２告知義務違反解除ではなく第１告知義務違

反解除を有効とした特色もある。 

告知義務違反解除は、保険契約において、モラル

リスク排除の重要な手段であり、その実務上の事例
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は多い
２）
。しかし、保険法施行から10年以上が経過

しているものの、保険法施行後の保険契約に基づく

裁判例の中で公表されているものは多くはない
３）
。

そのような中、本件裁判例は、告知義務違反による

解除が有効とされた一事例として意義がある。 

保険法上、告知義務が自発的告知義務から質問応

答義務へ改められたことに伴い、告知義務違反解除

の要件解釈につき、実務家の中には、告知事項の重

要性の要件に関する考え方や故意・重過失の対象と

なる事実は何かにつき、改正前商法の下での解釈の

変容の可能性を指摘するものもある
４）
。 

本稿では、告知義務違反解除の要件解釈を概観し、

本裁判例のこれらの点に関する検討を行う。 

 告知義務違反解除の要件事実 

告知義務違反解除の要件事実は、傷害疾病定額保

険につき、保険法上、保険者が、保険契約の締結

の際に、給付事由の発生の可能性に関する重要な事

項について告知を求めたこと、保険契約者又は被保

険者が、の事項について、故意又は重過失により事

実を告知しなかった、又は不実の事実を告げたこと、

解除の意思表示、である
５）
。本件約款も、保険法

と同様の規定ぶりであり、同様の要件事実となる。 

① 客観的要件について 

１）告知義務の対象となる「重要な事項」の意義が

問題となる。この点、本件約款および保険法66条

にいう「重要な事項」と、改正前商法678条１項に

いう「重要ナル事実」及び「重要ナル事項」とは、

保険法の下でも変更はなく、その「重要」性は同

義であるとされている
６）
。ある事実を知っていれ

ば保険者は保険を引き受けなかったであろう場

合、または、より高い保険料による等、保険契約

者側に不利な条件でのみ引き受けたであろう場合

に、当該事実の重要性が認められる
７）
。 

  告知書において質問された事項は、学説上、事

実上の推定的効力を認めるのが通説的見解である
８）９）

。ただし、一般的に告知書で質問されている

過去一定期間内に医師の診断を受けたことがある

かなどといった質問事項は、それに該当する事実

がすべて重要性を有するわけではなく、回答すべ

き事実の重要性は別個に判断すべきである
10）
。 

  なお、改正前商法の下での裁判例では、告知書

記載事項を重要事実とするものが多数ある一方、

質問事項が重要事実に当たるとの推定に言及せず

に、個別の事案に基づいて、重要事実の不告知が

あったかどうかを判断する裁判例も多い
11）
。保険

法施行後の裁判例においても、保険法施行前と同

様、不告知事実につき、個別にその重要性につき

判断するもの（本注釈２）の①②③④⑧事例）、告

知書の質問事項は重要事項であるとして不告知事

実につきその重要性を判断していないもの（本注

釈２）の⑤⑥⑦）に分かれている。 

２）上記通説的見解に対し、保険法上、主に「はい・

いいえ」の形式により告知書で「質問」している事

項自体に重要性があるかが問題となるのであり、回

答を求めている事項に重要性が認められれば、実際

に被保険者に生じた個々の「事実」（例えば病名、

症状等）がその保険の引受基準に抵触するものであ

るか否かは、重要性の要件との関係では直接問題

とならないとの見解が有力に主張されている
12）
。 

② 主観的要件について 

１）告知義務者の故意または重大な過失（以下「重

過失」という。）の解釈については、改正前商法の

下での「悪意」は保険法のもとでの「故意」と同

義であるとして議論されてきた。通説的見解では、

告知義務者が、①重要な事実があること、②その事

実が告知すべき重要な事実であること、及び告知を

しないこと、を知っている場合に「故意」が認めら

れる
13）
。このような意味での故意はないものの、

告知義務者が②その事実が告知すべき重要な事実

であること、又は③告知しないことを知らないこと

にはなはだしい過失がある場合には（故意に匹敵す

るような場合には）、重過失が認められる
14）15）16）17）

。 

２）上記客観的要件にかかる通説的見解に対応する

形で、質問応答義務の方式を採用している保険法

の下では、告知義務違反の故意が認められるため

には、保険者からの質問に正しく回答していない

ことの認識・認容があれば足りる。保険者からの

質問に正しく回答していると判断したことについ

て著しい注意義務違反があった場合に、告知義務

違反の重過失が認められる
18）
との見解が有力に主

張されている。 

③ 客観的要件及び主観的要件に対する私見 

保険金・給付金の請求時には、保険者は診断書の

提出を求めることが通常である。診断書には、発症

から初診までの経過などの記載欄があり、「解除の原

因」（保険法84条４項）となる要素が記載されている

ことも多い。解除権の除斥期間の起算点である「解除

の原因」を知った時とは、保険者が解除権行使のため
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に必要と認められる諸要件を確認した時とされてい

る
19）
。有力説を前提とすれば、診断書の記載のみか

ら、その要件を満たすこともあり、請求時が除斥期間

の起算点となるケースは、従来の通説的見解よりも多

くなると思われる。有力説はモラルリスク対応に資す

るものとはなるものの、医師からの説明内容などの医

療調査を経ずに解除権を行使する点に躊躇がある。 

実務上も、重要事実の認定に当たっては、医療機

関の担当医師に詳細な確認を行うのが実際である
20）

とされており、有力説は、実務対応とも乖離する。 

保険法施行前においても、実務上告知書に基づく

告知がされていたのであり、実質的に告知義務は質

問応答義務と解釈されていたのであるから、改正前

商法の下における告知義務の議論を変更する必要は

ない
21）
と考えられる。 

以上の点からすると、私見としては、従来の通説

的見解を支持したい。 

④ 上記解除の意思表示について 

解除は、相手方に対する意思表示によって行い（保

険法１条、民法540条１項）、その効力は相手方に到

達した時に生じる（民法97条１項）。条文に理由が必

要との規定がないことから、解除の意思表示におい

てその理由を示す必要はない
22）
。なお、保険者が告

知義務違反解除を行った後に、医療調査の回答が到

着し、新たな不告知事実が判明した場合に新たに判

明した不告知事実をすでに行った解除の理由に追加

できるか、別個の告知義務違反解除になるのかが理

論的には問題となる。不告知及び虚偽告知の事由毎

に解除権が発生すると考えるものの、私見としては、

当該事由と関連性を有する範囲においては、紛争の

一回的解決の観点から、１個の告知義務違反解除と

なり、当初に解除理由とした事由と関連する事由（例

えば、同一傷病の他の通院、入院、検査など）は解

除理由の追加となり、別個の解除となるものではな

いと考える。 

 本件裁判例の検討 

① 本件裁判例は、客観的要件との関係では、腫瘍

（癌）の疑いを精査する目的で、平成30年１月12

日以降、Ｅ病院において一連の検査及び経尿道的

尿管狭窄拡張術を受けていた事実や、同年５月１

日の開腹手術の予定及びそのための術前検査につ

き、重要な事項であると認定している。そのうえ

で、告知事項１、告知事項３及び告知事項４との

関係で、不実の告知があったと認定している。 

  告知事項１及び告知事項４は、病名を問わない

一般的な質問事項である。当事者間で争われてお

らず、これらの告知事項の重要性の有無について

は判断されていない。しかし、同告知事項につき、

「はい」とされた場合には、診査医の質問が続く

のであるから、告知事項は重要な事実にたどり着く

ための質問であり、その後の質問と合わせて、かか

る告知事項は、重要な事項であると考えられる
23）
。 

  質問事項が重要性を持つとしても、これらの一

般的な質問事項については、個別の不告知事実に

つき重要性を有さないものが存在することから、

個別に、その重要性を判断した点は、従来の通説

的見解に沿うものであり、妥当な判断であると考

えられる。 

② 主観的要件との関係では、医師から受けていた説

明内容から、本人が自己の症状が相当深刻なもので

あると自覚していたものと推認した上、本件各種検

査等や開腹手術の予定及びそのための術前検査の

事実を告げなかったことには故意又は少なくとも

重過失があったものと認められると判断している。 

  この点については、故意又は重過失の判断にお

いて、病気につき知見を有しない一般人にとって

は、医師の説明内容によっては不告知事実の重要

性判断につき、判断を誤る可能性がある
24）
。その

ため、医師の説明を前提に、故意又は重過失を認

定したことは適切であると考えられる。 

③ なお、Ｘの主張では、診査医Ｃに対して、３つ

の病院を受診して、検査と治療を行っていること、

平成30年１月にはＥ病院にて検査入院をしている

ことなどを説明していると主張している。この主

張の位置づけとして、本件では、争点①の告知義

務違反解除の成否で論じられている。この主張は、

事実認定レベルで否定されているものの、この論

点は、再抗弁として「診査医の悪意・過失」
25）
と

位置付けるべきではなかったかと思われる。 

④ 除斥期間の経過の有無の部分では、診断書の提

出時を除斥期間の起算点としつつ、告知義務違反

解除の有効性の判断では、その後の医療調査によ

り判明した同一傷病の他の通院等も理由に追加し

その有効性を判断している。この点、当初の解除

事由と関連する事由については、別個の告知義務

違反解除としない考え方と整合的である。 

 最後に 

本件では、保険者は、請求時の診断書から第１告
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知義務違反解除を行っているものの、その後も、医

療調査を行い、新たな事由を追加し、第２告知義務

違反解除を行っている。保険者は、除斥期間経過を

懸念しつつ、このような対応になったものと推測さ

れる。告知義務違反解除は、保険契約を終了させる

という最大の不利益処分である上、全部免責という効

果をも有するものであるから、保険者は、契約者など

への説明との関係においても、告知義務違反解除の該

当性判断においては、調査の要否を検討し、調査結果

を精査の上、適切かつ慎重に解除権を行使すべきであ

ると考える。 

以上 

 

―――――――――――――――――――― 
１）結論自体には異論はないものの、争点の整理部分で当事

者が主張していない告知事項３を判示している点や、後述

するとおり、診査医の悪意・過失で扱われる事実を解除の

有効性のところで判断している点等には疑問がある。 

２）大手生命保険会社の各社ＨＰによれば、2021年度上半期

の告知義務違反解除による免責事例の件数は、日本生命保

険相互会社262件、第一生命保険株式会社221件、住友生命

保険相互会社138件、明治安田生命保険相互会社195件であ

った。いずれの会社においても、告知義務違反解除は、上

位を占める支払免責手段である。 

３）保険法施行後に締結された保険契約に基づく告知義務違反

解除に係る裁判例は、評釈者が調査した限り、①東京地判平

成24年７月４日WestlawJapan 2012WLJPCA07048006、②東京

地判平成25年５月31日WestlawJapan 2013WLJPCA05318003、

③ 東 京 地 判 平 成 26 年 ３ 月 19 日 WestlawJapan 

2014WLJPCA03198003 ・東京高判平成 26 年７月 24 日

WestlawJapan 2014WLJPCA07246005、④東京地判平成27年１

月29日WestlawJapan 2015WLJPCA01298005、⑤東京地判平成

27年９月29日判例秘書 L07031062、⑥東京地判平成30年９月

３日判例秘書 L07332015、⑦東京地判平成30年10月31日D1－

Law判例体系 29051997、及び⑧東京地判令和元年12月12日

WestlawJapan 2019WLJPCA12128010、の８事例があった。

②の評釈として、仲野悠一・保険事例研究会レポート292

号13頁（2015年）及び遠山聡・同319号１頁（2018年）、③

の評釈として、竹村知己・同287号13頁（2015年）及び谷垣

岳人・同298号１頁（2016年）、④の評釈として、小野寺千

世・同300号１頁（2016年）及び牛田直樹・同336号14頁（2020

年）、⑥の評釈として、中村信男・同333号１頁（2020年）

及び八木康友・同341号15頁（2021年）。⑤の評釈として、

平沼俊史・共済と保険2016年12月号30頁。⑥を素材とした

論考として、中村信男「人保険契約における告知義務の運

用に関する一考察」生命保険論集第215号67頁（2021年）。 

４）嶋寺基「保険法の下での告知義務に関する解釈上の問題

－質問応答義務への変更等に伴う商法からの解釈の変容

－」保険学雑誌643号25頁（2018年）、田村伸子編・保険法

と要件事実６頁［嶋寺基］（2021年・日本評論社）。 

５）田村編・前掲87頁［嶋寺基］、岡口基一・要件事実マニュ

アル第６版第３巻348頁（2020年・ぎょうせい）。 

６）木下孝治「告知義務・危険増加」ジュリスト1364号19頁

（2008年）、木下孝治「告知義務」竹濱修＝木下孝治＝新井

修司編・保険法改正の論点39頁（2009年・法律文化社）。 

７）甘利公人ほか・ポイントレクチャー保険法（第３版）68

頁（2020年・有斐閣）、山下友信・保険法（上）410頁（2018

年・有斐閣）等。 

８）甘利ほか・前掲70頁、山下・前掲412頁等。 

９）遠山・前掲６頁では、裁判例「に共通しているのは、告知

書における質問事項につき、ある程度包括的な質問となるこ

とを許容すべきであるとしている点である。敷衍すれば、質

問事項に対応する具体的事実の中に、保険者の引受可否や引

受条件の判断に影響を及ぼさない事実が含まれるとしても、

告知事項としての重要事項該当性は否定されない」とする。 

10）山下・前掲412頁、山下友信＝米山高生編・保険法解説171

頁［山下友信］（2010年・有斐閣）。なお、八木・前掲20頁

は、「保険者の質問表における質問事項に対して回答すべき

事実を「重要な事項」（保険法第37条）に関する事実として

捉え、告知義務違反の成立に際して、回答すべき事実の重

要性についても同条の趣旨から当然に要求される」とする。 

11）小野寺・前掲４頁。 

12）田村編・前掲14、89頁［嶋寺基］、嶋寺・前掲37頁。 

13）山下・前掲420頁。 

14）重大な過失については、保険法制定時の法制審議会保険

部会においてプロ・ラタ原則の採用は見送られた際、その

意義につき、故意に近く、かつ、著しい注意欠如の状態に

あったものに限ると解することに異論はなかったとされて

いる（木下ジュリスト・前掲21頁）。 

15）告知義務者が①の事実の存在を知らないときは、知って

いる事実についての告知義務以上に、事実を調査したうえ

で告知すべき義務まで負わせるのは相当ではないとの観点

から、学説上は、否定説が有力である（山下・前掲413頁）。 

16）「ほとんど故意に近い」という言い方自体によって、重過

失の判断が明確になるわけではないことを指摘するものと

して、山下友信「人保険契約と重過失による告知義務違反」

大塚龍児先生古稀記念論文集刊行委員会編「民商法の課題

と展望」274頁（2018年・信山社）。 

17）なお、重大な過失の評価根拠事実は、裁判例の分析上、

疾病の重大性、通院等の日数、告知時からの時間的近接性、

医師からの説明、検査内容、告知書の記載、告知者の人的

要素などが挙げられる（志村由貴「告知義務違反をめぐる

裁判例と問題点」判タ1264号64頁（2008年））。重大な過失

の認定の基本的要素を分析するものとして、永松裕幹「告

知義務違反における故意又は重過失に関する裁判例の分析

と検討」保険学雑誌626号107頁（2014年）。 

18）田村編・前掲13頁、88－89頁［嶋寺基］、嶋寺・前掲43

－44頁。 

19）山下・前掲428頁。 

20）仲野・前掲22頁。同頁は「契約を解除するという重要な決

定においては、不明な部分、つまり、重要な事項が否定され

るかもしれない情報がある場合は、より慎重、かつ決定に揺

るぎが生じない情報収集をすることが不可欠である」とする。 

21）田村編・前掲56頁［山下友信］。 

22）民法に関するものであるが、中田裕康・契約法［新版］

217頁（2021年・有斐閣）参照。ただし、保険者は、理由を

説明する観点からは、一定の理由を示すことが通常である

と思われる。 

23）八木・前掲24頁［竹濱修教授 追加説明］。 

24）小野寺・前掲８頁［山下友信コメント］。 

25）「診査医の悪意・過失」につき、山下・前掲432頁参照。 

26）令和４年５月27日原稿受領。 
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